
【令和２年度】 坂戸市競争入札参加資格者指名停止情報

1/1（R1埼玉県坂戸市指名停止情報）

商 号 又 は 名 称 代 理 人 営 業 所 等

本 社 所 在 地 代 理 人 所 在 地 始　期 ～ 終　期 期間

㈱淵上工務店

埼玉県東松山市六反町８－１

川田工業㈱ 東京本社

富山県南砺市苗島４７６０ 東京都北区滝野川１－３－１１

東伸エンジニアリング㈱

東京都品川区西五反田２－２９－
９

㈱ヤマト企画

東京都豊島区南池袋３－１８－４
３

■第３条　別表第２第７号
（不正又は不誠実行為）

左記業者は、令和３年１月２０日に入札を執行した「学校給食費軽減システム機器等
借上（リース用販売）」について、落札決定後、現行システムからのデータ移行作業
に別途多額の費用を要することが判明したとの理由で当該案件について契約を辞退し
た。

4 R3.3.19 ～ R3.6.18 3月

■第３条　別表第２第２号
（贈賄）

大分県別府市水道局発注の機械設備工事において、市職員に対する贈賄容疑で左記業
者の取締役（当時）が、令和２年１１月１６日に逮捕された。

3 R3.2.1 ～ R3.5.31 4月

本市発注の森戸橋架替整備事業取付道路新設工事において、令和２年１２月３日、安
全管理の措置が不適切であったため、左記業者の作業員が運転するバックホウキャタ
ピラが下請業者作業員の右足を轢過し、同作業員を負傷させた。

№
指名停止措置期間

指名停止措置の根拠 事件の概要

1 R3.1.6 ～ R3.2.5 1月

■第３条　別表第１第７号
（工事関係者事故）

■第３条　別表第２第７号
（不正又は不誠実行為）

長野県松本建設事務所発注工事における仮索道用鉄塔倒壊事故（平成３１年２月２３
日発生）について、労働基準監督署へ遅滞なく報告しなければならないところ、令和
元年９月１１日に至るまで報告書を提出しなかったとして、左記事業者及び同社従業
員が労働安全衛生法違反容疑で起訴され、令和２年１１月２５日に罰金刑の略式命令
を受け、その刑が確定した。

2 R3.1.22 ～ R3.2.21 1月
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